
 

 

 

 

 

 

 

 

インクルーシブ・スポーツ・フェスタ広島 2024 

運営等業務委託に係る入札説明書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年４月 17 日 

 

 

公益社団法人　広島県パラスポーツ協会 

 



 

公益社団法人広島県パラスポーツ協会の入札公告(令和６年４月 15 日付　協一般第１－１号)に基づ

く入札等については、この入札説明書によるものとする。 

 

 

１　入札及び契約に関する事項 

　⑴　契約責任者 

　　　公益社団法人広島県パラスポーツ協会　会長　山根恒弘 

⑵　業務名 

インクルーシブ・スポーツ・フェスタ広島 2024 運営等委託業務 

⑶　履行期 

契約締結日の翌日から令和７年３月 31 日 

　⑷　履行場所 

　　　仕様書で定める場所 

　⑸　仕様書等に対する質問書提出期限 

　　　令和６年５月 10 日(金) 

　⑹　入札期間 

令和６年５月 20 日(月)午前９時から令和６年５月 24 日(金)午後５時まで 

　⑺　開札日時 

　　　令和６年５月 27 日(月)午前９時 

 

２　仕様書及び関係書類(以下、「仕様書等」という。)について 

　　仕様書等に対する質問がある場合は、上記仕様書等に対する質問書提出期限までに、持参、郵便

または電子メールにより提出すること。 

　　・提出先 

〒730-8511 

広島県広島市中区基町 10 番 52 号 

広島県庁スポーツ推進課内　公益社団法人広島県パラスポーツ協会　企画推進課 

　担当：増谷、光井 

電話：(082)225-7380 

メールアドレス：kikaku-hpsa@snow.ocn.ne.jp 

 

３　入札について 

　⑴　入札方法 

　　ア　落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行う。 

イ　上記３の場所に持参又は郵便等により提出すること。 

ウ　入札者は、消費税等にかかる課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった入札

金額には、消費税及び地方消費税を含む金額を記載し、入札書を提出しなければならない。 

 ⑵　入札保証金及び契約保証金

見積額の 100 分の 5 以上の入札保証金を納めること。ただし、次に掲げるものについては入札

 保証金を免除できる。

ア　入札に参加しようとする者が保険会社との間に公益社団法人広島県パラスポーツ協会を

被保険者とする入札保障保険契約を締結し、当該入札保障保険契約に係る保障証券を提供

したとき。 

イ　入札に参加する者が過去 2 年間に公益社団法人広島県パラスポーツ協会又は他の地方公



共団体や施設等に種類・規模をほぼ同じくする契約を締結し、かつ、これを誠実に履行し

た者であるとき。 

ウ　入札者が落札後契約を締結しない恐れがないと認められたとき。 

エ　前記のほか、広島県の関係条例及び規則を準用する。 

 　⑶　入札の無効

本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者または入札者に求められ

 る義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。

 ⑷　入札の延期等

入札者が相連合し、または不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行するこ

とができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、またはこれを取りやめること

 がある。

 

４　競争参加資格 

 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当しない者であること。

 

５　その他 

⑴　契約手続きに使用する言語及び通貨 

　日本語及び日本国通貨 

⑵　交渉権者及び契約価格の決定 

ア　予定価格の範囲内の価格をもって入札を行った者を交渉権者とする。交渉権者が複数の場合

は、申込みをした価格に基づく交渉順位を付するものからとする。ただし、第一順位の交渉権

者（以下「第一交渉権者」という。）の申込価格が契約の内容に適した履行がなされないおそ

れがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこと

となるおそれがある場合においては、次順位の交渉権者をその契約の第一交渉権者とすること

がある。 

イ　交渉権者となるべき同価の入札をした者が２者以上あるときは、くじ引きにより交渉順位を

決定する。 

ウ　契約の第一交渉権者が決定したときは、直ちにその者と交渉し、契約価格を決定する。ただ

し、その交渉が不調となり、又は交渉開始から１０日以内に契約締結に至らなかった場合には、

交渉順位に従い他の交渉権者と交渉を行う。 

エ　ウにより契約金額が決定した場合は、その者を契約の相手方とする。 

 ⑶　契約書の作成

競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。 

⑷　支払条件 

契約書（案）に定めるところによる。


